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はじめに

　「就職」ということは、一人の人間にとって、生活の安定や社会参加を通じての
生きがい等、生きていく上で極めて重要な意義をもっているものであり、人生を左
右しかねない重大な決定にかかわるものです。わが国の憲法において「職業選択の
自由」を基本的人権の一つとしてすべての国民にこれを保障しているのも、このよ
うな趣旨に基づくものです。
　一方雇用主にも、採用方針・採用基準・採否の決定など、「採用の自由」が認め
られています。しかし「採用の自由」は、応募者の基本的人権を侵してまで認めら
れているわけではありません。労働者の採用選考を行うに当たっては、何よりも
『人を人としてみる』人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重する
ことが重要です。

　「職業選択の自由」ということは、国民がどんな職業でも自由に選べるというこ
とですが、不合理な理由で就職の機会が制限されている状況であれば、その精神を
実現することはできません。つまり「職業選択の自由」の精神を実現するために
は、不合理な理由で就職の機会が制限されないということ、すなわち「就職の機会
均等」が成立しなければなりませんが、それを実現するためには、雇用する側が応
募者に広く門戸を開いた上で、差別のない合理的な基準による採用選考を行ってい
ただくことが不可欠になってきます。
　差別のない合理的な基準による採用選考ということは、人種・信条・性別・社会
的身分又は門地などではなく、本人の適性と能力のみを基準として採用選考を行う
ことにほかなりません。
　以上のことから、雇用主は、応募者に広く門戸を開いた上で、本人の適性と能力
のみを基準とした『公正な採用選考』を行うことが求められているということがい
えます。

　本人の適性と能力のみを基準とした『公正な採用選考』を行うためには、本籍地
や家族の職業などの本人に責任のない事項や、宗教や支持政党などの本来自由であ
るべき事項（思想信条にかかわること）など、本人が職務を遂行できるかどうかに
関係のない事項を採用基準としないのは当然のことですが、それらの事項を応募用
紙や面接などによって把握すること自体が、就職差別につながるおそれがあるとい
うことを十分認識する必要があります。
　それらの事項は、採用基準としないつもりであっても、把握すれば結果としてど
うしても採否決定に影響を与えることとなりますし、また、それらの事項を尋ねら
れたくない応募者に対して精神的な圧迫や苦痛を与えたり、そのために本人が面接
で実力を発揮できなかったりする場合があり、結果としてその人を排除することに
もなりかねないからです。

　厚生労働省並びに熊本労働局といたしましては、これまでも、就職の機会均等を
完全に保障することが同和問題などの人権問題の中心的課題であるとの認識に立っ
て、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考が実施されるようにするための
諸施策を積極的に実施し、雇用主の皆様方に御理解と御努力をお願いして参りまし
たが、今般、雇用主の皆様に公正な採用選考の基本的な考え方を再確認いただき、
さらなる取り組みを行う際に活用できる資料として、本冊子を作成しました。

　皆さまにおかれましては、就職の機会均等の確保を図る当事者として、同和関係
者、女性、障害者、外国人などの立場や LGBT等人権問題全般に対する正しい理
解と認識を深めていただきながら、これらの啓発資料を有効に御活用いただくこと
により、公正な採用選考の実施にむけたさらなる取り組みをお願い申し上げます。

─�1�─



はじめに

　「就職」ということは、一人の人間にとって、生活の安定や社会参加を通じての
生きがい等、生きていく上で極めて重要な意義をもっているものであり、人生を左
右しかねない重大な決定にかかわるものです。わが国の憲法において「職業選択の
自由」を基本的人権の一つとしてすべての国民にこれを保障しているのも、このよ
うな趣旨に基づくものです。
　一方雇用主にも、採用方針・採用基準・採否の決定など、「採用の自由」が認め
られています。しかし「採用の自由」は、応募者の基本的人権を侵してまで認めら
れているわけではありません。労働者の採用選考を行うに当たっては、何よりも
『人を人としてみる』人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重する
ことが重要です。

　「職業選択の自由」ということは、国民がどんな職業でも自由に選べるというこ
とですが、不合理な理由で就職の機会が制限されている状況であれば、その精神を
実現することはできません。つまり「職業選択の自由」の精神を実現するために
は、不合理な理由で就職の機会が制限されないということ、すなわち「就職の機会
均等」が成立しなければなりませんが、それを実現するためには、雇用する側が応
募者に広く門戸を開いた上で、差別のない合理的な基準による採用選考を行ってい
ただくことが不可欠になってきます。
　差別のない合理的な基準による採用選考ということは、人種・信条・性別・社会
的身分又は門地などではなく、本人の適性と能力のみを基準として採用選考を行う
ことにほかなりません。
　以上のことから、雇用主は、応募者に広く門戸を開いた上で、本人の適性と能力
のみを基準とした『公正な採用選考』を行うことが求められているということがい
えます。

　本人の適性と能力のみを基準とした『公正な採用選考』を行うためには、本籍地
や家族の職業などの本人に責任のない事項や、宗教や支持政党などの本来自由であ
るべき事項（思想信条にかかわること）など、本人が職務を遂行できるかどうかに
関係のない事項を採用基準としないのは当然のことですが、それらの事項を応募用
紙や面接などによって把握すること自体が、就職差別につながるおそれがあるとい
うことを十分認識する必要があります。
　それらの事項は、採用基準としないつもりであっても、把握すれば結果としてど
うしても採否決定に影響を与えることとなりますし、また、それらの事項を尋ねら
れたくない応募者に対して精神的な圧迫や苦痛を与えたり、そのために本人が面接
で実力を発揮できなかったりする場合があり、結果としてその人を排除することに
もなりかねないからです。

　厚生労働省並びに熊本労働局といたしましては、これまでも、就職の機会均等を
完全に保障することが同和問題などの人権問題の中心的課題であるとの認識に立っ
て、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考が実施されるようにするための
諸施策を積極的に実施し、雇用主の皆様方に御理解と御努力をお願いして参りまし
たが、今般、雇用主の皆様に公正な採用選考の基本的な考え方を再確認いただき、
さらなる取り組みを行う際に活用できる資料として、本冊子を作成しました。

　皆さまにおかれましては、就職の機会均等の確保を図る当事者として、同和関係
者、女性、障害者、外国人などの立場や LGBT等人権問題全般に対する正しい理
解と認識を深めていただきながら、これらの啓発資料を有効に御活用いただくこと
により、公正な採用選考の実施にむけたさらなる取り組みをお願い申し上げます。

─�1�─



１　公正な採用選考のために
Ⅰ　公正な採用選考の基本

─�2�─

労働施策総合推進法（旧雇用対策法）第9条に基づき、募

集・採用における年齢制限が禁止されました。

（労働施策総合推進法施行規則第１条の３第１項）
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Ⅱ　採用選考時に配慮すべき事項
～就職差別につながるおそれがある14事項～

「労働組合（加入状況や活動歴など）」「学生運動など社会運動」に関すること

★�　①～⑪の事項を、応募用紙（エントリーシートを含む）に記載させる・面接時

において尋ねる・作文の題材とすることや、⑫～⑭を実施することは、就職差別

につながるおそれがあります。（職務によってはこれらに限られるわけではありま

せん）

⑬「全国高等学校統一応募書類」（新規高等学校卒業者の場合）に基づかない事

項を含んだものなど、本人の適性・能力に関係のない事項を含んだ応募書類

の使用

─�4�─

【①本籍／戸籍謄（抄）本・住民票（写し）の提出】

　人を雇う際に「戸籍謄（抄）本の提出」を求めるなどによって「本籍」を調べる習慣は、我
が国の資本主義発達段階の初期において、身元を確認するための手段として生まれたものだと
言われています。その後この習慣は踏襲され続け、今となっては何のためにこれを求めるのか
明確でないのに従来からの慣行として事務的に求めている場合があります。
　しかしながら、この本籍・戸籍謄（抄）本というものは、同和関係者であることなどを理由
とした差別に用いられたり偏見を招くおそれのあることや、それが把握されることによって多
くの人々を不安にさせているということについて、深く認識する必要があります。（Ｐ37：参

考資料１参照）「本籍によって差別するつもりはなく、特に必要性はないけれども事務的に戸
籍謄（抄）本の提出を求めた」ではすまされないことについてご理解ください。本籍が記載さ
れた「住民票（写し）」も、考え方は「戸籍謄（抄）本」と同様です。
　また、外国人（在日韓国・朝鮮人を含む）の場合、採用選考段階において、応募者から「在
留カード」や「特別永住者証明書」を提示させることは応募機会が不当に失われたり、国籍な
ど適性と能力に関係がない事項を把握することにより、採否決定に偏見が入り込むおそれがあ
ります。就労資格の確認については、採用選考時は口頭による確認とし、採用内定後に「在留
カード」の提示を求めるという配慮が求められます。
※特別永住者は就労活動に制限はなく、また、外国人雇用状況の届出の対象にはなりません。
なお、応募用紙の「本籍」欄については、「（中卒用）職業相談票（乙）」「全国高等学校統
一応募用紙」は平成８年４月より削除されています。

【②家族に関すること】

　「家族」の職業（有無・職種・勤務先など）・続柄（家族構成を含む）・健康・地位・学歴・
収入・資産など応募用紙や面接などで把握しようとする事例が見受けられますが、それらの事
項は、本人の適性・能力に関係のないことです。
　そもそも、両親のいる家庭であるかとか、親などの家族がどんな仕事についているか、会社
の中でどんな役職か、どれほどお金持ちかなどによって、本人の就職が左右されてよいはずが
ありません。また、親などの家族の状況から本人の適性・能力などを推しはかろうとする考え
方も、家柄を重んじるなどの前近代的な因習に基づく多くの予断と偏見が作用したものという
ことができます。
　「面接において家族について尋ねたのは、応募者をリラックスさせるために、答えやすい身
近な話題として出しただけであり、何かを差別しようとするつもりはなかった」などという場
合もあります。しかしひとたび尋ねて把握してしまえば、それは知らないうちに偏見や予断を
招き、本人に対する評価・見方にフィルターがかかります。はじめは差別するつもりはなかっ
たということでも、結果としては、把握したことが採否決定に影響を与え、就職差別につなが
るおそれがあるのです。
　また、家族について尋ねるということは、例えば家族の離死別・失業など、本人の責任のな
いそれぞれの家族のさまざまな事情に立ち入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情を尋
ねられたくないと思っていたならば、本人を傷つけたり、動揺させて面接時に実力を発揮でき
なくさせ、結果としてその人を排除してしまうことにもなりかねません。
　家族に関することは、尋ねる必要がないばかりか、本人自身の適性と能力を公平かつ客観的
に評価するためにあえて尋ねないようにする考え方が必要です。

《「就職差別につながるおそれがある14事項」の考え方》
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招き、本人に対する評価・見方にフィルターがかかります。はじめは差別するつもりはなかっ
たということでも、結果としては、把握したことが採否決定に影響を与え、就職差別につなが
るおそれがあるのです。
　また、家族について尋ねるということは、例えば家族の離死別・失業など、本人の責任のな
いそれぞれの家族のさまざまな事情に立ち入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情を尋
ねられたくないと思っていたならば、本人を傷つけたり、動揺させて面接時に実力を発揮でき
なくさせ、結果としてその人を排除してしまうことにもなりかねません。
　家族に関することは、尋ねる必要がないばかりか、本人自身の適性と能力を公平かつ客観的
に評価するためにあえて尋ねないようにする考え方が必要です。

《「就職差別につながるおそれがある14事項」の考え方》
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　「宗教」「支持政党」「人生観・生活信条など」「尊敬する人物」「思想」「労働組合」「学生運

動など社会運動」「講読新聞・雑誌・愛読書」など、思想信条にかかわることを採否の判断基

準とすることは、憲法上の「思想の自由（第19条）」「信教の自由（第20条）」などの規定の精

神に反することになります。思想信条にかかわることは、憲法に保障された本来自由であるべ

き事項であり、それを採用選考に持ち込まないようにすることが必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など、本人の適性・能力に関係のな

い事項を含んでいない応募書類を使用しましょう。一般求職者の場合にも同様の配慮が必要で

す。
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新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていない人に対する差別的取扱いの防止

「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁

じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについて

は、高齢者や多数の人と接する機会が多い職種であるかなど、職務内容との関連において合理

的理由を有するか慎重に判断することが求められるとともに、その理由を応募者にあらかじめ

示して募集を行うべきものと考えられます。

そもそも、ワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り行われる

もので、接種を受けていないことを理由に、差別的な取扱いをすることは許されるものではあ

りません。医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、細やかな配

慮を行うことが必要です。
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Ⅲ　採用選考の具体的な方法

★�　『公正な採用選考』の考え方は、新規学卒者や正社員ばかりに適用されるわ

けではありません。中途採用者、アルバイト・パートなどの非正規雇用労働者

を含むすべての応募者に適用されるものです。

─�8�─

同和関係者、障害者、難病のある方、LGBT 等の性的マイノリティの方など特定

の人を排除しない

　採用基準は、採用予定の職種の職務を遂行するためにどんな適性・能力が必

要とされるか、そのために採用時点でどの程度の適性・能力（技能・経験・資格・

将来的な可能性など）が必要とされるか、という観点で検討しましょう。

るよにみの力能・性適、めじからあ、はてった当にう行を集募の者働労 ●
「採用基準」を明確化しておきましょう。

●その上で、適性・能力のみを客観的に評価する「選考方法」をとりましょう。
方考選たし載記、たま。いさだくてし施実ず必を法方考選たし載記に票人求 ●

法以外の選考は実施しないでください。
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─ 10 ─

【選考旅費の支給にあたって】
　選考旅費の支給に際し、領収書等に最寄りのバス停等の記入を求めたりすることは、

公正な採用選考を損なうおそれがありますので記入を求めないようお願いします。

※　本県の高等学校・中学校においては、選考旅費の支給に際して熊本県教育庁におい

　て統一された「就職採用選考旅費額証明」

　により校長が旅費額を証明することとしております。

（P54：参考資料10熊本県教育庁の様式参照)
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─ 10 ─

【選考旅費の支給にあたって】
　選考旅費の支給に際し、領収書等に最寄りのバス停等の記入を求めたりすることは、
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　て統一された「就職採用選考旅費額証明」

　により校長が旅費額を証明することとしております。

（P54：参考資料10熊本県教育庁の様式参照)
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応募

46・47

45

49

51・52

　新規学校卒業予定者以外の応募者についても、「厚生労働省履歴書様式例」

　　　　　　　　　　　を参考に作成された本人の適性・能力に関係のない事

項を含んでいない応募書類を使用しましょう。

用紙（履歴書、自己紹介書）など、本人の適性・能力に関係のない事項を含ん

でいない応募書類を使用しましょう。

」聞新読購「」業職の族家「、し用使を）紙用社（紙用募応たし成作に自独が主用雇　

「帰省先」等を記入させ、質問していました。家族の職業や収入は家庭の経済状況

を、購読新聞は応募者の思想信条を、帰省先は出身地を意味することが多く、こう

した項目は、応募者の適性や能力に関係がなく、また、本来自由であるべき事項で

あり、把握することで就職差別につながる恐れがあります。

　大学においては、統一的な応募様式は定められていませんが、雇用主が独自に作

成する応募書類（社用紙）を使用する場合は、厚生労働省で示している就職差別に

つながるおそれのある事項を除いた「標準的事項の参考例」や「厚生労働省履歴書

様式例」に基づいたものなど、本人の適性・能力に関係のない事項を含んでいない

応募書類を使用してください。

─ 12 ─

（P50：参考資料７参照）

　「スリーサイズ」を把握することはセクシャルハラスメントにもかかわる差別

的評価につながります。制服のサイズを把握する必要があるというのであれば、採

用内定後において、希望する既製服サイズを申告させれば足ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「厚生労

働省履歴書様式例」を参考に作成された履歴書を使用するようにしましょう。
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★　適性検査は、「職業適性検査」「職業興味検査」「性格検査」などがあり、新

規学卒者等の進路指導や心理相談などに用いられますが、求人企業の採用選

考においても、応募者が求人職種の職務に対してどの程度適性があるかを判

断する際の参考として用いられることがあります。

★　しかしながらこれらの検査は、その実施・判定・活用に専門的な知識と経

験が必要であることや、回答のコツを知っていると応募者が回答内容を調整

できてしまう場合があることなどを十分認識する必要があり、目的に応じて

適切な種類の検査を選んだうえで専門的な知識と経験をもった人によって用

いられる必要があります。

★　このような中で、近年、業者が実施するマークシートテストが活用される

ことが多くなっているようですが、その内容は、言語・計数・一般常識（社

会・理科・時事経済・英語）・性格の分野等から成る、基礎的な学力試験と

適性検査をあわせた性格のものが多いようです。

★　それらの中には、応募者を傷つけたり人権を侵す等のプライバシーへの配慮

に欠く設問が含まれている場合があるので、面接における質問事項と同様に、

実施する前に設問事項を確認し不適切な設問であれば外す等の対応が必要と

なります。

★　これらの検査はいずれの検査であっても、「得られる結果は、応募者の適性

のある一面を把握するものに過ぎず、応募者の適性を完全につかむことはで

きない」という限界を十分認識した上で、応募者の適性・能力の判断に当たっ

て、結果を絶対視したりうのみにしないようにする必要があります。
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★　適性検査は、「職業適性検査」「職業興味検査」「性格検査」などがあり、新

規学卒者等の進路指導や心理相談などに用いられますが、求人企業の採用選

考においても、応募者が求人職種の職務に対してどの程度適性があるかを判

断する際の参考として用いられることがあります。

★　しかしながらこれらの検査は、その実施・判定・活用に専門的な知識と経

験が必要であることや、回答のコツを知っていると応募者が回答内容を調整

できてしまう場合があることなどを十分認識する必要があり、目的に応じて

適切な種類の検査を選んだうえで専門的な知識と経験をもった人によって用

いられる必要があります。

★　このような中で、近年、業者が実施するマークシートテストが活用される

ことが多くなっているようですが、その内容は、言語・計数・一般常識（社

会・理科・時事経済・英語）・性格の分野等から成る、基礎的な学力試験と

適性検査をあわせた性格のものが多いようです。

★　それらの中には、応募者を傷つけたり人権を侵す等のプライバシーへの配慮

に欠く設問が含まれている場合があるので、面接における質問事項と同様に、

実施する前に設問事項を確認し不適切な設問であれば外す等の対応が必要と

なります。

★　これらの検査はいずれの検査であっても、「得られる結果は、応募者の適性

のある一面を把握するものに過ぎず、応募者の適性を完全につかむことはで

きない」という限界を十分認識した上で、応募者の適性・能力の判断に当たっ

て、結果を絶対視したりうのみにしないようにする必要があります。
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　面接担当者は、複数のほうが多面的な評価ができ、それらを総合するこ
とによって個人的な主観を排したより客観的な評価を行うことができます。
その場合、全員で『公正な採用選考』の考え方に基づいた対応ができるよ
う、意思統一を図っておきましょう。
　ただし、あまり面接担当者が多すぎると、応募者が圧迫を受けて実力を
発揮できず、的確な評価ができなくなる場合もあるので注意しましょう。
　なお、面接の実施前に、実際に面接を担当する者等による「模擬面接」
を行うことで面接のイメージや違反質問等を確認することができます。是
非ご検討ください。

─�18�─

＜面接選考における質問事例と考え方＞

適 切 な 質 問 例

─�19�─
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＜面接選考における質問事例と考え方＞

適 切 な 質 問 例

─�19�─



Ｑ　部活動（クラブ活動）をして良かったことは何ですか？

Ｑ　勉強と部活動（クラブ活動）をどのように両立しましたか？

─ 20 ─

Ｑ　初対面の人の顔を覚えるのは早い方ですか、それとも苦手な方ですか？

不 適 切 な 質 問 例

◆最近５年間に発生した不適切な質問の内容と件数は次のとおりです。

　家族の職業や収入、家族構成等に関すること 53件（全体の約41％）

　家の所在地に関すること      15件（約11％）

　尊敬する人物に関すること    13件（約10％）

　持病や病歴、その他配慮に欠けること  50件（約38％）

◆ 、きだたいてえ考かのるがなつに別差てしうど、かのな切適不ぜなが問質の記下 
自社の質問項目に不適切な質問が含まれていないか検討してください。

─ 21 ─
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─ 22 ─

。

。

。

─ 23 ─

親の職業がしっかりしていなければならない」という理由については、「親がこう

だから子供もこうだろう」という予断と偏見による誤った考え方により親や家族の

状態によって選考をすることになり、経済的に不安定な家庭や母子家庭の子供など

を排除する結果となって人権尊重の精神に則った公正な選考とは言えません。
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Ｑ　彼氏（彼女）はいますか？
Ｑ　当社に知人がいますか。その人とはどういう関係ですか？
Ｑ　なぜ大学に行かないのですか？
Ｑ　タバコを吸ったことがありますか？
Ｑ　血液型・星座は何ですか？
Ｑ　短所はなんですか？
Ｑ　何か持病はありますか？
Ｑ　髪型へのこだわりがありますか？
Ｑ　自分を動物に例えるとなんだと思いますか？

　これらの質問はすぐに差別につながるものばかりではありませんが、採用選考に
おける質問としては不適当であり、プライバシー等に配慮を欠く質問です。
　「彼氏（彼女）」に関する質問は、本来自由であるプライバシーに関することで
あり、本人の適性と能力以外のことに関する不適切な質問です。また、ＬＧＢＴ等
の性的マイノリティの方にとっては、自己の性的指向や性自認（SOGI）についてカ
ミングアウトを強要されることにもなりかねません。この質問に限らず、応募者一
人ひとりの尊厳を尊重するためにも、応募者の中にＬＧＢＴ等の方が当たり前に存
在するということを意識した面接を行いましょう。
　「当社に知人がいるか」の質問は、就職の機会均等の精神に反し縁故採用をして
いると受け取られるもので、公平な選考に疑念を抱かせるものです。
　「大学への進学」についての質問は、家庭の経済的な事情等からやむを得ず進学
を諦めた者もいることへの配慮に欠けた質問です。
　「タバコを吸ったことがあるか」の質問は、未成年者が喫煙することは法的に禁
止されている行為であり、質問の意図が分からない、答えにくい質問です。
　「血液型・星座」と性格とは科学的根拠に裏付けられたものではなく、職務能力
とは関係のないものです。雰囲気を和らげるために質問されることが多くあります
が、科学的根拠のないもので応募者の性格を判断し採否を決定されるのではとの疑
念を抱くものです。
　「短所」という言葉を使って質問することは、本人の能力を発揮できるチャンス
を否定的に捉えがちになりますので、短所という言葉は使わないようにしてくださ
い。
　また、「病気」や「健康状態」に関する質問は、合理的な説明がつく場合を除き、
持病や難病を抱える人を排除するものと受け取られます。「仕事をする上で何か配
慮すべきことはありますか？」といった質問に置き換えるなど、慎重な対応が必要
です。
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７．採否の決定（内定）

【入社承諾書について】
　採用（内定）者に対して採用（内定）通知を交付し、「入社承諾書」などを求める場合、一方
的に企業側だけに都合のよい、合理的でない取消条件・留保条件をつけることのないようにし
てください。
　※本県の高等学校においては、統一した様式を使用しています。

【身元保証書について】
　身元保証書については、「身元保証に関する法律」で、そのルールが定められています。一 
律に提出を求めるのではなく、必要性を判断しルールの範囲内となるようお願いします。

【食事会、忘年会、新年会等への参加について】
　社員との懇親を深めるため等の理由で行われる食事会等については、学校行事等学業への影
響がないよう必ず事前に学校と協議してください。また、アルコールが入る会については、高
校生の参加を求めないようにしてください。

【内定後のアルバイト、研修等について】
　就職内定後のアルバイトや手伝い、研修等の名目であっても卒業後に行われることを原則と
しています。どうしても実施したい場合は必ず事前に学校と協議してください。

【内定の取消しについて】
　内定の法的性格については、種々の態様のものがあり一律に言うことは困難であるところで
すが、一般的には内定の段階で雇用契約が成立するとされており、企業の一方的な事由による
内定の取消しは就労の有無を問わず労働基準法第20条の解雇に相当すると考えられます。
　配属先の転換等を検討し、できるだけ内定取消しの事態を回避していただき、それでも難し
い場合は、内定者への事情説明と謝罪を行う等誠意ある対応をしてください。
　新規学校卒業予定者の場合には、事前にハローワークへご連絡ください。

【内定の辞退について】
　内定者が入社を承知しながら辞退した場合は、労働者による労働契約の解除と考えられます。
　民法第627条では、労働契約の解除の意志表示をした日から２週間たてば解除は成立すること
となります。
　また、労働基準法第16条では、労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならないとあります。
　※本県の高等学校においては、統一した様式を使用しています。

【新規学校卒業予定者の就労開始の時期及び研修等について】
⑴　就労開始の時期は、高等学校においては卒業式後とし、中学校においては令和９年（2027
年）４月１日以降となります。

⑵　卒業式前に企業が実施する実習・研修は、学校教育に支障をきたし、また、災害発生等が
懸念されるため、これを行わないこととします。

★　応募者は、採否通知があるまで大変不安な状態で待っておりますし、他の企
業への応募を差し控えている場合もありますので、採否の決定（内定）は速や
かに本人に通知します。中学生、高校生については、学校を通じて通知して下
さい。

★　特に不採用とした場合は、応募者の立場に十分配慮をして通知するようにし
ましょう。

●採否の決定は、本人が求人職種の職務を遂行するために必要となる適性・

能力を有しているかどうかという観点で、あらかじめ定められた基準にし

たがって総合的に評価しましょう。
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７．採否の決定（内定）
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Ⅳ　求職者等の個人情報の取扱い

　職業安定法では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろ
うとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
　また、併せて、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定し
ています。

　労働者の募集を行うものは募集形態の如何（直接募集、文書募集、委託募集）を問わず、法及び
指針を遵守して行わなければいけません。
　しかしながら、就職差別を未然に防止し、公正な採用選考を図るためには、この規定、指針だけ
を遵守すればよいというものではありません。
　本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項等本人の適性・能力以外のことを採用基準に
すること、不適正な募集・応募書類の使用、身元調査等は就職差別につながるおそれがあるという
ことを十分認識いただき、今後とも、公正な採用選考システムの確立が図られるよう、さらに積極
的な取り組みをお願いします。

職業安定法（抄）
（求職者等の個人情報の取扱い）

　第５条の５　公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうと
する者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」とい
う。）を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で
厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、�
並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
　ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りでない。
　　（以下略）
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Ⅳ　求職者等の個人情報の取扱い

　職業安定法では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろ
うとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
　また、併せて、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定し
ています。

　労働者の募集を行うものは募集形態の如何（直接募集、文書募集、委託募集）を問わず、法及び
指針を遵守して行わなければいけません。
　しかしながら、就職差別を未然に防止し、公正な採用選考を図るためには、この規定、指針だけ
を遵守すればよいというものではありません。
　本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項等本人の適性・能力以外のことを採用基準に
すること、不適正な募集・応募書類の使用、身元調査等は就職差別につながるおそれがあるという
ことを十分認識いただき、今後とも、公正な採用選考システムの確立が図られるよう、さらに積極
的な取り組みをお願いします。

職業安定法（抄）
（求職者等の個人情報の取扱い）

　第５条の５　公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうと
する者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」とい
う。）を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で
厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、�
並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
　ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りでない。
　　（以下略）
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Ⅴ 公正採用選考人権・同和問題啓発推進員制度

─ 30 ─

★　この役割を果たしていただくために、「公正採用選考人権・同和問題啓発推進

　員」には、熊本労働局と熊本県の共催で毎年８月から９月上旬にかけて県内６ヶ所

　で開催する研修会に参加いただき、公正採用選考や人権問題等に関する正しい理

　解と認識を深めていただくこととしております。
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Ⅴ 公正採用選考人権・同和問題啓発推進員制度
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２　同和問題の理解のために
⑴�同和問題とは

　昭和40年８月11日、同和対策審議会が内閣総理大臣に対して行った「同和地区

に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」についての答申

では、「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された

身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文

化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権

を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利

と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題で

ある。」と述べられています。

⑵�同和問題解決への取組み

　こうした同和問題の解決を図るため、国は、地方公共団体とともに、昭和44年

以来33年間、特別措置法に基づき、地域改善の特別対策を行ってきました。その

取組みについて、平成８年５月17日、地域改善対策協議会会長が内閣総理大臣と

関係各大臣に対して行った「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な

在り方について」の意見具申では、「生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整

備がおおむね完了するなど着実に成果をあげ、様々な面で存在していた較差は大

きく改善された」とする一方、教育の問題、不安定就労の問題、産業面の問題な

ど較差がなお存在している分野がみられることや、「差別意識は着実に解消へ向け

て進んでいるものの結婚問題を中心に依然として根深く存在している」ことなど

が指摘されました。

⑶�公正採用選考システムの確立に向けた厚生労働省の取組み

　また、意見具申では「差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教

育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、

すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展的

に再構築すべきと考えられる。その中で同和問題を人権問題の重要な柱として捉

え、この問題に固有の経緯等を十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取組みを

踏まえて積極的に推進すべきである」と述べています。

　厚生労働省では、従来、事業所に対し同和地区住民の就職の機会均等を図るな

どの観点から、本籍、家庭環境、親の職業など、就職差別につながるおそれのあ

る事項の把握を排除し、応募者の適性・能力に基づく公正な採用選考システムを

確立するよう啓発指導を行ってきましたが、この意見具申等を踏まえ、平成９年

度から人権教育、人権啓発の事業に再構成して実施しています。
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⑷�同和問題に係る差別の解消に向けて

　平成14年３月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策定

された基本計画において、厚生労働省は「雇用主に対して就職の機会均等を確保

するための公正な採用選考システムの確立が図られるよう指導・啓発を行う」こ

ととされました。

　一方、近年、同和問題を巡っては、情報化の進展に伴ってその差別に関する状

況や態様に変化が生じていることから、全ての国民に基本的人権の享有を保障す

る日本国憲法の理念にのっとり、同和問題に係る差別は許されないものであると

いう認識の下にこれを解消することが重要な課題となっています。

　雇用主の皆様には、改めてこうした経緯等をご理解いただき、採用選考に当たっ

ては本籍・出生地など本人に責任のない事項を把握しないことや身元調査を実施

しないことなど、同和問題に係る差別の解消に向けた公正な採用選考の実施に一

層の取組みをお願いします。

※平成28年12月「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました（抄）

（目的）

第一条　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴っ

て部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権

の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであると

の認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に

関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、

相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落

差別のない社会を実現することを目的とする。

（基本理念）

第二条　部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有する

かけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解

消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別

のない社会を実現することを旨として、行わなければならない。
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３　同和問題と職業対策
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